
医療機関の未収金問題に関する検討会  
資料4 ニう  

第1匡1（20／1／21）  

壷⊥量  

目本医師会「診療所治療費未払い実態調査」の概要より、地域別集計  

「   地域別1診療所当り未収金の期末残高  
（未収金のある診療所、平成18年度）  

平成18年度末時点の未払患者数、未収金恕ともに1以上と回答した医療機関の集計（病床の有無を未記入の客体7を除く）〔 

地域別1診療所当り未収金の期末残高  

（未収金のある診療所、平成用年度）   
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以上と回答した医療機関の集計（病床の有無を未  室冬型里埜ヱを除く）J  



医療機関の未収金問題に関する検討会  

第4回（20／1／21）  

一部負担金減免及び保険者徴収実施状況調査の結果について  

厚生労働省保険局国民健康保険課  

Ⅰ．調査概要   

第3回検討会資料2－2に基づき、平成18年12月、国民健康保険の保険者たる全市町  

村区における平成18年度の一部負担金減免及び保険者徴収の実施状況について、各都道府  

県を通じ調査を実施。全市町村区より回答を得た。（全体のとりまとめ結果は別紙1、別紙2   

のとおり。）  

Ⅱ．調査結果及び分析  

1 一部負担金減免実施状況調査について   

（1）減免制度の有無について  

保険者数  ②有の場合の根拠（重複有）  ③無の場合の理由（複数回答  

条例   規則   要綱  その他  財政影響  判定  その他   

1818  1003   84   644   163   815   494   110   

＊「①制度有」には、国民健康保険法第44条に基づく一部負担金の減免制度を設けている   

市町村数を記載している。  

＊「②有の場合の根拠」には、減免制度の実施根拠別に市町村数を記載している。（複数回答   

あり（例えば、条例及び条例規則に規定している等）。）  

＊「③無の場合の理由」には、制度を設けていない理由別に市町村数を記載している。（複数   

回答あり（．） 「財政影響」：財政影響への懸念 「判定」：減免に該当するか判定が難しい  

○ ②有の場合の根拠「その他」の詳細  

・実施要領、事務取扱基準、規程、内部規則 等。  

・国民健康保険法第44条を根拠に直接実施しており、市町村の条例等には特段の定  

めをおいていない。  

○ ③無の場合の理由「その他」の詳細  

・平成19年度より条例等を整備し制度化予定、導入に向けて調整中。  

・一部負担金の支払困難者については、基本的に高額医療費貸付制度や生活保護等他  

制度の適用で対応できていたため、減免制度は設ける必要性がないと判断していた。  

・被保険者間の負担の均衡・公平性を図る観点から実施していない。  

・被保険者からの申し出が無く、特段の検討をしていなかった。具体的事例があれば、  

国民健康保険法第44条を根拠に実施を検討する。  

・事務量増加への対応が難しい。  

・大規模災害発生時などに限り別に定める方針。  

【分析】   

約6割弱の市町村区において、一部負担金減免を条例等に規定しているとの結果とな  
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ったが、そもそも一部負担金減免は国民健康保険法第44条に規定しており、その実施  

基準等について条例で別に定める旨は規定していないため、市町村区においては条例等  

に定めがなくとも実施は可能である。   

減免を明確に制度化していない理由としては、市町村の国保財政に与える影響への懸  

念や減免に値するかどうかの判定が難しいとの意見が多数を占めた。  

（2）減免を認める具休的な事由について  

制度有  ④ 減 免 事 由 （複数回答）  l⑤低所得判定  

保険者数                l基準有   災害  障害  疾病  睡業の休廃山  失業  低所得  その他   

1003   852   210   700   

＊「④減免事由」には、具体的な事由別に市町村数を記載している。（複数回答あり。）  

＊「⑤低所得判定基準有」には、④の減免事由として低所得を規定し、具体鱒な判定基準を   

定めている市町村数を記載している。  

0 ④減免事由「その他」の詳細  

・不作、不漁、干ばつ、冷害、事故、負傷、盗難等。  

・資産に甚大な損害。   

・主たる事由に類する事由。  

・主たる事由を定めず、「市町村長は、特に必要があると認める者に対し、減免するこ  

とができる」等と規定し、個別に判断している。   

・減免を受けることを相当と認める事由があったとき。  

・当該年度において生活保護法による保護が停止・廃止されている場合に減免。 等  

0 ⑤具体的な低所得の判定基準  

・過去3ケ月の平均収入月額について、生活保護法に基づく生活保護基準額に一定割  

合（1．1～1．3）を乗じて得た額と比較し、減免を決定。  

【具体例】  

平均収入月額≦生活保護基準額×1．2 → 免除  

生活保護基準額×1．2＜平均収入月額≦生活保護基準額×1．3 → 減額  

・医療の受診をする月において、当該世帯の収入が生活保護法による保護を受ける世  

帯に準ずると認められ（生活扶助基準の1．3倍以下）、かつ、世帯全員の手持金の  

合計額が、50万円以下の世帯に属する被保険者について減免。   

・当該年度の所得について、前年の総所得金額の3～5割以上の減収が見込まれる場  

合にその減収割合によって減免。  等  

r  

【分析】   

減免事由としては、「災害」、「事業の休廃止」、「失業」を主たる事由として規定して  

いる市町村が多数であったが、具体的な事由を設けず個々の相談事例に応じて対応を  

している市町村も多くみられた。  
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「低所得」を減免事由としている市町村における具体的判断基準は、ほぼすべて生  

活保護の支給基準を参考にして規定している状況であった。  

（3）平成18年度における減免実施状況  

18年度実績  

制度有 保険者数     ⑥申請  
件数   

件数   ・・ 

1，003  10，949  10，764  648，615   118   260   446   330   

＊「⑥申請件数」には、減免の申請を受けつけた件数を記載している。  

＊「⑦実施件数」には、実際に申請に基づき減免した件数を記載している。  

＊「⑧減免総額」には、⑦で減免した金額総額）を記載している。（千円未満切り捨て）  

＊「⑨件数が少ない理由」には、⑧の減免実施件数が10件以下の場合、その理由として市   

町村が考えている事由別に市町村数を記載している。（任意回答。複数回答あり）。   

「財政影響」：財政影響への懸念  「判定」：減免に該当するか判定が難しい   

「周知不足」：減免制度について周知不足のため、申請が少なく、減免件数も少ない  

○ ⑨件数が少ない理由「その他」  

・周知は適宜行っているが、相談・申請が少ない。  

・低所得を減免事由とせず、災害等による減免認定しか行っていないため。  

・減免基準が生活保護の適用基準に近いため、相談者の多くは生活保護の対象となっ   

ている。  

t減免事由に該当する事例が少ない。  

・高額医療責貸付制度を活用している。  

・生活困窮者にかかる市町村独自の福祉制度を適用しているため。  

【分析】   

減免の実施状況については地域的な偏りがみられ、減免制度を条例等に規定しているが  

減免の申請件数が0件の市町村もあった。申請件数が少ない理由としては、周知不足が多  

数を占めたが、広報誌やパンフレットで定期的に周知をしていても申請がほとんど無いな  

どの声も聞かれた。   

また、減免基準が生活保護基準に近いため、相談に来る被保険者のほとんどが生活保護  

の適用を受ける状況との声も聞かれた。  

－3－   



2 保憬笥徴収実施状況調査について  

（1）保険者徴収についての条例等の有無について  

保険者数  ②有の場合の根拠  

条例   規則   要綱   その他   

1818   120   103   5   6   

＊「①条例等有無」には、国民健康保険法第42条第2項に規定する保険者徴収について、   

条例等に規定を設けている市町村数を記載している。  

＊「②有の場合の根拠」には、実施根拠別に市町村数を記載している。（複数回答あり（例   

えば、条例及び条例規則に規定している等）。）  

○‡②有の場合の根拠「その他」の詳細  

・実施要領、事務取扱基準、内部規則 等。  

【分析】   

条例等に規定している市町村区は1割も満たない状況となっているが、一部負担金減  

免と同様、保険者徴収について定める国民健康保険法第42条第2項に、その実施基準  

等について条例で別に定める旨は規定していないため、市町村区においては条例等に定  

めがなくとも実施は可能である。  

（2）平成18年度における保険者徴収実施状況  

18 年 度 実 績  

保険者数         （卦請求受付   
④請求件数   

⑤保険者徴収  

市町村数  実施件数   

1818   34   159   86   

1 8 年 度 実 績  
保険者数  ⑥ 徴 収 事 務 （重複あり）  ⑦回収金額  

l（千円）   文書催告  電話催告  訪問  督促状の発付  財産調査  差押  換価・公売   
1818   田   山   lol 0   334   

1 8 年 度 実 績  

保険者数  ⑧実施していない主な理由（複数回答）  

実施方法  事務負担  回収努力   その他   
1818   16   8   

＊「③請求受付市町村数」には、実際に保険医療機関又は保険薬局から、保険者徴収の請求   

を受けつけた市町村数を記載している。（受理したかどうかにかかわらず、書面で請求のあ   

った市町村数を記載。）  

＊「④請求件数」には、実際に保険医療機関又は保険薬局から、保険者徴収の請求を受けつけ   

た件数を記入すること。（受理したかどうかにかかわらず、書面で請求のあった件数を記載   

している。）  

＊「⑤保険者徴収実施件数」には、④のうち実際に保険者徴収に取り掛かった件数を記載して   

いる。  

＊「⑥徴収事務」には、⑤のうち徴収事務を行った内容別に件数を記載している。（例えば、  

1件の請求につき、「文書催告」と「訪問」を行った場合には、それぞれ1件ずつとカウン  

トしている。また、「文書催告」を同じ請求案件について複数回行った場合でも、件数は1   

件とカウントしている。  
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＊「⑦回収金額」には、⑥で実施した保険者徴収で回収した金額（総額）を記載している。（千   

円未満切り捨て）  

＊「⑧実施していない主な理由」には、⑤で保険医療機関等から請求があったにもかかわらず、   

⑥で保険者徴収の実施が0件と回答した保険者について、その理由別に市町村数を記載して   

いる。（複数回答あり。）   

「実施方法」：実施方法がよく分からなかったため   

「事務負担」：事務負担増大を懸念したため   

「回収努力」二医療機関等が善管注意義務を果たしていない等、回収努力が不十分と判断し  

たため  

○ ⑧実施していない主な理由の詳細  

・調査の結果、保険者が処分することができるほどの資力を対象者が有していなかった  

ため。   

・申請受付後、被保険者が医療機関の催告に応じ支払を行ったため、保険者徴収を実施  

しなかった。   

・調査の結果、すでに時効完成となっていたため。   

・対象者が既に転出しており連絡先が不明なため。   

・国保保険料（税）に滞納があり、そちらを優先している。  

【分析】   

全体的な請求件数自体は少なく、また地域的な偏りもみられた結果となったが、いくつ  

かの市町村からは、医療機関等からの請求前の相談段階で、例えば、善管注意義務が果た  

されていなし＼と判断した場合や保険料も滞納していることが判明した場合等により、実際  

の請求までには至らないケースがあったとの声が聞かれた。   

保険者徴収の請求を受け付けたが実際に着手までには至らなかった理由としては、医療  

機関側が十分に善管注意義務を果たしていない等、回収努力が不十分と判断しているケー  

スが多かった。  
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（別 紙1）  
平 成18 年 慶 一 部 負 担 金 減 免 実 施 状 況 調 査 総 括 表  

⑤低所得  18年度実械  

都道府県名  保険者致  ②無の場合の理由（複数回苔）    ③有の場合の根拠（重複有）  ④減 免 事 由（複数回苔）  判定基準  
有  （千円）   

1 北海道  173  181  8  4   139  28  12  148  28    129  1】8  2P  100  8  93  91   16′209   15  24  64  67   

2   青森  40  円  20  20   4   4  2  2  3    7  2  8  8  2   6   8   2，284   2    7   

3   岩手  35  5  19  18   5  3  5  2  3  4  5  2  0  1 3 

4   宮城  36  30  2  8  14  †古  5  28  9  7  27  27  0  22   0   0  4  ‖  4   

5   秋田  25  23  l  2  3  22  23  23  23  23  77  68   16．901   9   

6   山形  35  27  4  6  23  3  3    3  2  2  20  0  5  13  12  4   

7   福島  60  4  37  35   8  3  4  2    4  4  2   0  1 3 

8   茨城  44  44  44  44  4ヰ  44  44  2   608   4    22  16   

9   栃木  31    3  3   27  27      27  27  2  18  77   10  19  4   

10  群馬  38  30    7  3  9  2l  19  8  6  川  14  7  18   5   3  2   291   9  7  17  7   

11  埼玉  70  67  2  3  5  61    5  60    8  59  57  15  44   7  176  1丁3  24．358   12  31  35  21   

12  千葉  56  18  24  35   6   2  13  4    10  4  2  8  8  3  13   2   0  5  6  6  5   

13  東京  62  52  ロ  4   18  13  38    48  21  12  45  44  柑  28   18  358  355  101，987  4  18  14  15   

14  神奈川  33  10  14  10   8  2  8  2  10  3  3  8  10  10  197  198  35．409  4  3   

15  新潟  35  7  15  20   2   3  2  3  7  3  3  4   3   254   

16  富山  15  2  4  皿   2  0   2  

17   石川  19  6  8  9   6   3  3  5  3  3  2  2   2  2   252   2  3  2  3   

18  福井  17  4  6  9   3   2  3  2  0  1 2 

19   山梨  28    23  18  0  

2  57  6  3  66  30    80  57  5  19   6   0  6  23  29  28   

21  岐阜  42  10  19 ′  22   6   4  5  4    10      4  4  2  4   2   0  2  4  4   

22  静岡  42  39  3  38  4  39  2  39  38  2  39   2   0  4  15  28  6   

23  愛知  63  29  15  6   3  15  16  2  28  5    28  24  5  21   5  16  20   5．416   4  14  13   

24  三重  29  3  16  21   2  2  2  3   0  

25  滋賀  26    9  24   3  0  

26  京都  26  22  l  l   2   17    3  21  3  5  20  19  8  7  401  393  78，163   5  9  4   

27   大阪  43  34    7   2   4  23    5  27  5  9  23  22  5  12   5  6．322  6．175  191．843   6  9  12  10   

28  兵庫  41  23  6  12   3   4  16  8    18    7  16  14  12  8   9  392  392  42，197  8  丁   

29  奈良  39  16  19  14   2   2  6  9  6  2  2  3  5  0  2  6  4  4   

30  和歌山  28  28  27  5  2  2  2  3  0  2  2  9  18   

31’鳥取  19  5    7   4  4  4  3  2  2  0  3  4  

⊂n  



（別 紙1）  

⑤低所絹  
都道府県名   ②無の場合の理由（複数回答）    ③有の場合の根拠（重複有）  ④ 減 免 事 由（複数回答）  判定基柊  

有                          財政影響  判定  その他  条例  規則  要綱  その他  災害  障害  疾病  事業の休廃止  失業  低所得  その他   件数  件数   （干円）  財政影響  判定  周知不足  その他   

32   島根  21  15  3  6  2  12  2  9  3  3  3  3  3  2   0  

・、」  

（各欄の説明）  

1．r①制度有」には、国民健康保険法第44条に基づく一部負担金の減免制度を設けている市町村数を記載している。  

2．「②無の場合の理由」には、制度を設けていない理由別に市町村数を記載している。（複数回答あり。）  

「財政影響」 財政影響への懸念  「判定」：減免に該当するか判定が難しい  

3 「③有の場合の根拠」には、減免制度の実施根拠別に市町村数を記載している。（複数回答あり（例えば、条例及び条例規則に規定している等）。）  

4 「④減免事由」には、具体的な事由別に市町村数を記載している。（複数回答あり。）  

5．「⑤低所得判定基準有」には、④の減免事由として低所得を規定し、具体的な判定基準を定めている市町村数を記載している。  

6．「（む申請件数」には、減免の申請を受けつけた件数を記載している。  

7．「（∋実施件数」には、実際に申請に基づき減免した件数を記載している。  

8．「⑧減免総額」には、⑦で減免した金額総額）を記載している。（千円未満切り捨て）  

9 「⑨件数が少ない理由」には、⑧の減免実施件数が10件以下の場合、その理由として市町村が考えている事由別に市町村数を記載している。（任意回答。複数回答あり）  

「財政影響」：財政影響への懸念  「判定」：減免に該当するか判定が難しい  「周知不足」．減免制度について周知不足のため、申請が少なく、減免件数も少ない   



（別 紙 2）  

平 成18 年 度 保 険 者 徴 収 実 施 状 況 調 査 総 括 表  

18 年 度 実 績  

保険者数  ②有の場合の根拠     ③請求受付  
市町村敷   

1 北海道  り3  22  2  20  2  3   0  

00  



（別 紙 2）  

保険者敵  ②有の鳩舎の根拠     ③請求受付  ⑥ 徴 収 事 務（王様あり）  ⑦回収金額  
市町村敵   

31 鳥取  19  0  5   8   331  4  

32  島根  21  6  6  0   0  

33  同山  27  5  4  0   0  

34  広島      l  7  0   0  

35  山口  22  0   0  

36  徳島  24  0  0   0  

37  香川  17  0  0   0  

38  愛媛  20  0   0  

39  高知  35  14  l  13  0   0  

40  福間  66  4  6   105  74   70  0  2   

41 佐賀  23  l  0   0  

42  長崎    0  0  

2   2   2   2  3  

44  大分    4  l  2  2   3   3  3  2  0  

45  宮崎  30  0  0   0  

46 鹿児島  49  2  0  

47  沖縄  41  0  3   19   0  2   

合 計  1818  120    103  5  6   34  159  86   77  3  6  2   0  0  334      16  8   

く．⊂〉  

（記 入 要領）  

1．「①条例等有無」には、国民健康保険法第42条第2項に規定する保険者徴収について、条例等に規定を設けている市町村致を記載している。  

2 「②有の場合の根拠」には、実施根拠別に市町村数を記載している。（複数回答あり（例えば、条例及び条例規則に規定している等）。）  
3．「③請求受付市町村数」には、実際に保険医療機関又は保険薬局から、保険者徴収の請求を受けつけた市町村数を記載している。（受理したかどうかにかかわらず、書面で  

請求のあった市町村数を記載。）  
4．「④請求件数」には、実際に保険医療機関又は保険薬局から、保険者徴収の請求を受けつけた件数を記入すること。（受理したかどうかにかかわらず、書面で請求のあった  

件数を記載している。）  

5．「⑤保険者徴収実施件数」には、④のうち実際に保険者徴収に取り掛かった件数を記載している。  
6．「⑥撤収事務」には、⑤のうち徴収事務を行った内容別に件数を記載している。（例えば、1件の請求につき、「文書催告」と「訪問」を行った場合には、それぞれ1件ずつ  

とカウントしている。また、「文事催告」を同じ請求案件について複数回行った場合でも、件数は1件とカウントしている。  

7．「⑦回収金額」には、⑥で実施した保険者徴収で回収した金額（総額）を記載している。（千円未満切り捨て）  
8．「⑧実施していない主な理由」には、⑤で保険医療機関等から請求があったにもかかわらず、⑥で保険者徴収の実施が0件と回答した保険者について、その理由別に市町村致  

を記載している。（複数回答あり。）  

「実施方法」ニ実施方法がよく分からなかったため 「事務負担」．事務負担増大を懸念したため  
「回収努力」：医療機関等が善管注意義務を果たしていない等、回収努力が不十分と判断したため   



医療機関の未収金問題に関する検討会  

第4回（20／1／21）  

国民健康保険（市町村）と国民年金（社会保険庁）の資格情報の提供について  

現在、国民健康保険の保険者たる市町村と国民年金の保険者たる社会保険庁の  
間で、それぞれの被保険者資格情報等を相互に提供し、国民健康保険■国民年金各  
制度の被保険者資格の適正化等を図る相互連携事業について検討しているところ。  

（平成20年度中の実施の方向で検討中。）  

（基本的スキーム）  

②国民健康保険加入情報等  

国 民 年 金  

（社会保険庁）  

国民健康保険  

（市 町 村）   

（ii）国民年金第2号被保険者（※）  

資格喪失情報等  

（※）国民年金第2号被保険者＝・被用者年金（厚生年金・共済年金等）加入者   



巨横卜射帥ノ川井拍珊川畑「粧十1植訂1  

弟1恒】（以仁ト1り  

3 貴院における支払方法の工夫や未収金の回収対応方策についてお伺いします  平成19年度 厚生労働省保険局匡民健康保険課委託事業  

未収金に関するアンケート調査票  
支払・回収関係で行なっ  

入院保証金の有無と会報   ていること（複数回筈可）  
※以下に、施設名、記入担当部署、電話番号をご記入くたさい。ご記入頂いた電話番号等は、本調香の照会で使用  

ワ ′aJ二αノUノ ‾仁JUノ  し の り、てイし以プトUノ ヒiHl  Uノ／二めl」1史H」9 勺」こlよ」亡い宗Fん。云ノニ、岨り」l」1兼官・・巨－J呈し宗9  

施設名  

記入担当部署  

ニュこ本調査票は、匡睾選二経理課上回、革＼牧草＿重度型阜些旦¢埋匙？杜て把主星」土工⊥し塁こ喜旦当里方止さこ立込くた皇吐   

回答の際は、あてはまる番号を○ しマル）で囲んでくたさい∪ また、真」吏坦な数値、項且董をこ記入いたたく部   
ガもあります。叙情を記人する設問で、該当なしは10 しセロ1】を、わからない1舅合は】」を塑耳記人して   
ください）   

調査時点は平成20年2月29日、あるいは質問に指定されている期間とします。   
本調査につきましてこ不明な点は、調査事務局まで、F A X（こn3・57690257）または電子メール   
（削SyしIkl11㊥111しlrC」I〕）でこ連絡くたさい．また、本調査票については、＝）什tt【） WWW M＝rC」P＝lSyし‥川11に   

電子ファイルを掲載しています〉 必要な場合には、ケウンロトしてお使いください   

1 責施設の状況についてお伺いします。  

4 平成19年12月に入院または外来受診した患者数や、医業収益（12月分）、未収金がある患者   

数・全容引＝ついてお伺いします。  
l  

入院分′量■   外来分1二J   

‖  

保険診療  ・す＼国民健康保険   

［亘〕廼⊥旦鱒率埋草  】  ノ、   ノ、  

せ政府管掌保険  左   ノ、   

保  r孝一組合健保・共済   ノ＼、  ノ＼  

険  
種  （ち）介護保険   ／一／一／      ノ＼  

別  自責診療  ㊨交通事故による自賠責  人   
等  
別  ⑦正常分娩  ノ＼   

者  一⑨保険未加入（資格喪失者を含む）  人  

数  ノ＼   人  

⑩その他・不明  ノ＼   人   

（2）医業収益（平成19年12月分）  

ノ、   ノ＼  

②未収金額   （3）未収金三Jがある   L、i）患者数 （1裏面の質問へ）  
‖l）人ルJ⊥＝㌣叛：1′l′klll隼1」‖1日ノ、J＝Ⅲに1＝＝」，仙；′′tLた艮h片肌 l」＝小lノ〕人ト」lい・＝二つきlノ、と封l．し、  

2】r・＝」．し′〉／＼丁艮l∴∴トト ノたH‡．′＝二け、L ノ、、：与ノ、上．出陳して∴ださし、（しセワト粍放言：」生L LT）  

一′jコ）井守∴じ首H l′▲成1リり1コ‖lか＝トン牛圭一ユ詰Lプニ揖f＝よ后】 ＝ル‡†′；し／）几ユ．′＝ニ＝∴ j’離別＝け十壬言ゝ小耳十  

ノ／二川．′ナ≠，1左、捏畑†卜‡言′ニ■▲ト亡し七ノト†王J√与力、、二律1、ノ、ト／用〃汁し ぃり 、て1♭－・ノて子〕リノ、、iノ、ヒ．1」伏して二  

ださい （し セ‾′ト枠1√kヒ ▲J七し 主十J  

Jj∴i）公理川川音【しr肘：・圭（悍牒㍍須－‡＝ノ）附l）に含佑モ寸  

汗l）lコ ＝に外来パ㍍トtたL人l；1呈していた患者てぃ揖着か木澤収されろ一、きゴl川1（】コ1」分、佃毒イニ、おむつ代、  
H岨㌫て友払′いれてトこき欝互 い）写を育む）について、2トに「川1r」－1て」こ収1テが．ヤ1ろ吐l、骨ブ√七上1チ研にノ′）いて、   

l‖誉Lてくノニさい  

（＊）l引情立て，「㌢亘り■〔±Lて、†7さ陸ニミ往か↓、）医時椀11リ∴、巾接支払J）〕lろてL♭）7）う1ナ鮒  

5．以下の項目についてのご意見等をご記入ください。（ご記入いただ〈項目番号に○を付けてください。）  

／l）封明設ポ   

川  ，」′トソニ■側石、、柚、▲′ir山与「ムノ、r】巨′情≠‘Lトい1■∴ いぃ／し十止、ノ㍉吐∴」＝吐けノ∴J桐首仰l′】ミiL・，‡【廿射精、そ佑朝川【三】）   

±t 、▲／：郁通用‖．し」車町イ、仙ノノう」い▲＝＝技法ノ、   

小l‘l十＝小春仁1社．芹′1ご∴ ル7け竜‡I去串㌣協よ、t車廿′l′ご■∵た協い㍑し′トむL′ナニミ、l〔＝い甘購作誹畑l】作連．′十三さ   

律よ保陸閏†系卜J＝1く1ゝ園什ニミfr†さ柩†右上亘臼′十ニ∴J【，」仁11チ・ト甘振興車、船r－＝＝・i‡ご∴什川汗圭一てj‡糾rナ伎ひ÷L／）連「十全、   

桂一斉川含ノ之びモlハ1吏合1∴「耶引舶来帰陣紺育   

モし／）他山は人．公ふ＝ム人‥ 仕手H．＝Jはノ、、医粁「巨協、二‡圧 そJ、）他ノりユこノ、  

、′∠ 
ト 

束l卜い仁り外」ミ患者紙＝午†肝外来揖片廷叛÷：〕（う5   

2．診療における患者自己負担額のうち患者から支払われなかった「未収金」について、各年度末   

時点での残高をご記入ください。また、「未収金」について「損金処理した金額」を年度ごとに   

記載してください。  

1 悪質な滞納の具体例  

2 未収金対策についてのご意見  

3 各種制度（高額療養費、出産育児一時金  

サーピサ一法、保険者への請求など）に  

ついての問題点や要望  
4 その他  

（ご自由にご記入ください）   

平成18年度（末）   平成17年度（末）   平成16年度（末）   

未収金   
lリ   

損金処理した金客員   ＝   /Ij ＝  
【」二1＝余】に／）いてけ l；′こ（ハJ′L；・い二11構1ごrj  王／二  巨巧1t一障山王封月刊工て浩行－iて十  



6 患者の個別の状況についてお伺いします。  

12月に外来受診または入院していた患者で、患者から徴収されるべき費用（－2月分、個室料、おむつ代、自賠責で支払われるべき額F等を含む）に  

ついて、2月末日時点で未収金がある患者について、下の【質問の詳細と選択肢】をご覧いただき、選択肢の番号や具体的な数字を表中にご記入ください。  
（∋  

Ql  Q2  Q3   Q4   Q4－1   Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  QlO   

番  診療  外国  生活   

日 ーぎ  外来  種別  

等   未収金   相当額   日数   （1つ）   

歳  円   円  

2   歳  円   円  

3   歳  円   円  

4   歳  円   円  

5   歳  円   円  

6   歳  円   円  

7   歳  円   円  

8   歳  円   円  

9   歳  円   円  

10   歳  円   円  

歳  円   円  

12   歳  円   円  

※回答欄が不足する場合には、お手数ですが、本頁をコピーしてご記入ください。   

注）自賠責で診療費として、保険会社から医療機関へ直接支払われるであろう金額  

07 診療科二患者の診療科として、主なもの1つを選んでください。   
1．内科系  2．外科系  3．産科  4．小児科   

5．精神科  6．歯科・口腔外科  7．その他   

08 外国人：患者が外国人であるかどうかご記入ください   

1．外国人である  2．それ以外（分からないも含む）   

Q9 生活困窮：患者は、今回の医療費を支払うだけの資力がないほど生活に困窮してい   

ると思いますか。貴院の担当者の判断で結構です。   

1．生活圏窮である  2．生活困窮ではない  3．分からない   

010 悪質滞納：患者は支払い能力はあるようだが最初から支払う意思がない、虚偽の申   

立をする、滞納を繰り返す、暴言を吐く等の『悪質な滞納』と思いますか。貴院の担   

当者の判断で結構です。  
1．悪質滞納である  2．悪質滞納ではない  3．分からない   

Qll催告等の状況：未収に対してどのような働きかけをしましたか。（複数回答可）   

1．特に何もしていない  2．電話催告 3．文書催告（一般文書）   
4．文書催告（内容証明付郵便） 5．訪問   6．債権回収業者の利用   
7．（裁判所による）支払督促   8．その他   

Q12 過去未収二患者は、以前にも貴院で診療費を支払わなかったことがありますか。   

分かる範囲での回答で結構です。   
1．あった  2．なかった  3．分からない   

013 主な理由：患者から徴収されるべき乗用が回収できない主な理由は何だと思います   

か。選択肢から最も近いものを⊥⊇、必ずご記入〈ださい。   

1．生活に因っており、医療保険の自己負担分の医療費を支払う資力はないようだ   

2，患者は保険未加入・資格喪失後で、医療費の全額負担はできないようだ   

3．患者は貴院の診療等に対して不満があり、払いたくないと思っているようだ   

4．（支払い能力はあるようだが、）元々、医療費を支払う意思がないようだ   

5．請求先が不明であるため（死亡退院、外国人で帰国、住所不明等）   

6．第三者行為により支払い方法が未決定のため（交通事故や傷害事件などで保険適  
用外の傷病等で支払い方法が決まらず、回収できず）   

7．時間外・休日退院で会計事務が対応できず、後日精算する約束としたものの、そ  
の後連絡がとれず未払い   

8．分納中・分納交渉中のため   

9．特に回収の働きかけをしていないため、理由が分からない  
10．その他（具体的に）  

【質問の詳細と選択肢】  

01年齢二平成20年2月29日時点の患者の年齢をご記入ください。  

02 入院・外来：患者は入院患者ですか、外来患者ですか（いずれか1つ）。退院後に通   

院等で両方に該当する場合でいずれも支払いがされていない場合には、入院・外来そ   

れぞれ1行ずつに記載してください。また同一患者で12月に複数回の外来受診があっ   

た場合でレセプトが1枚になる場合はまとめて記載してください。   

1．平成19年12月に入院  2．平成19年12月に外来受診  

03 保険種別等（1つ）：保険種別や保険適用外の状況等をご記入ください。   
（注：公費併用者は、主保険に含めてください。）   

1．国保（2を除く） 2．国保（資格証明書）  3．政管健保   
4．組合健保・共済  5．介護保険   
6．資格喪失後受診（保険資格喪失後も保険証を使用して受診）   

7．生活保護または単独公費負担医療終了後受診   

8．保険未加入（保険証末提示、上の6、7は除く）   
9．生活保護圭たは単独公費負担医療（一部負担がある場合）  
10．自賠責  11．正常分娩  12．その他  

Q4 窓口徴収されるべき診療真のうち未収金：12月の診療に関して、患者から徴収され   

るべき費用（差縫ベッド代、おむつ代、自賠責で支払われるべき静【等を含む）のう   

ち、平成20年2月29日時点で支払いがなされていない金鍍をご記入ください。   
注）自賠責で診療費として、保険会社から医療機関へ直接支払われるであろう金額   

04－1未収金のうち患者一部負担金相当額1－・■：   

Q3で、1，～5．9．の方についてご記入ください。   

Q4の未収金のうち、患者一部負担金相当額し■を記載してください。区分できない場合   

や分からない場合は「－」と記入してください。   

注）患者一部負担金相当額とは、保険診療における一部負担金、生保・公黄負担医療における患者負   

担の他、評価療養又は選定療養における患者負担（差額ベッド、先進医療に要する費用等、患者から   

特別に徴収する費用を除く）、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、介護保険の患者   

負担（一割負担分）、介護療養の食費・居住糞（光熱水費（個室・ユニット型個室の場合は室料も   

含む）を意味し、差額ベッド代等、患者から特別に徴収する費用は除く）とする。   

05 診療・在院日数：患者からの支払いがなされていない、平成19年12月1か月間の   

在院日数または通院回数（診療日数）をご記入ください。   

Q6 受診形態  

1．救急車で搬送  2．時間外診療（1を除く）  3．その他  

以上で質問は終わりです。記入済みの調査票は返信用封筒〔切手は不要です〕に入れて、平成20年3月10日（月）までに返送してください。ご協力ありがとうございました。   




